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【本件に関するお問合せ】 担当：千歳市こども政策課 保育係 TEL：0123-24-0340

制度の概要
・保護者の所得やきょうだい（第１子）の年齢に
関係なく、０～２歳児クラスに通う全ての第２
子の保育料を完全無償化します（手続き不要）。

・令和８年９月の保育料改定分から開始します。
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第２子

半額負担

※年収約640万円以上の
世帯は保育料を負担
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改正のポイント

・世帯年収による所得制限を撤廃します。
・これまでは、年収約640万円以上の世帯につい
ては、小学生以上の子は第１子としてカウント
されていませんでしたが、令和８年９月分から
は第１子としてカウントします。

対象者

・認可保育施設を利用する第２子がいる家庭

※3歳以上児クラスの子や現状の取扱いにおける
第３子以降の保育料は既に無料です。

※現状の取扱いにおける第２子（年収約640万円未
満の世帯）の保育料は既に無料です。

★国の現行の制度と合わせて第２子以降
の保育料が、完全無償化となります。

＜第１子が小学生以上の場合の例＞


